
我が国の海洋状況把握（ＭＤＡ（Maritime Domain Awareness））の構築に向けて

「我が国の海洋状況把握」とは、
○我が国の海洋安全保障、海上安全、海洋環境保全、海洋産業振興及び科学技術の発展等に資する海
洋に関連する多様な情報を集約・共有することにより、海洋の状況を効果的かつ効率的に把握すること

■利活用分野
○海洋監視等 ： 事態対処・未然防止（情報収集、警戒監視、偵察）
○海上安全等 ： 犯罪の取締り、海上交通の安全確保、災害対応
○海洋施策の推進等 ： 環境保全、産業振興、研究開発等

■対象海域
○我が国周辺海域及び重要な海上交通路
○対象とする情報の例
＊艦船等情報：船名、位置、針路、貨物
＊インフラ情報：港湾・海上交通路の状況
＊海洋環境情報：水温、海流、油・赤潮

リモートセンシング衛星 無人機

航空機

艦船 洋上ブイ

調査船

ユーザー端末上の表示のイメージ
MSSIS（Maritime Safety and Security Information System

（米国務省））の例

情報の集約と共有の枠組み

重ね合わせ
利便性の向上

海洋関連情報を有する
関係府省等及び関係機関

総合調整

連 携

総合海洋政策本部事務局

国家安全保障局 宇宙戦略室
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参考海洋基本計画（平成25年４月総合海洋政策本部決定及び閣議決定）
第１部
３ 本計画における施策の方向性 （３）科学的知見の充実

○ 海洋政策の推進における衛星情報のより一層の活用について、宇宙政策とも十分に連携しつつ、
（中略）検討する。

第２部
５ 海洋の安全の確保 （１）海洋の安全保障や治安の確保

○ 周辺海域を航行する船舶の動静を把握するため、関係行政機関等が保有する船舶の航行情報を
一元的に管理・提供する枠組み、衛星を利用した海洋監視の在り方など、船舶動静把握の在り方に
ついて検討する。

７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等 （４）宇宙を活用した施策の推進
○ 関係府省等が連携・協力して、（中略）衛星情報の新たな利用の可能性と方策について、（中略）検
討を行う。

その他、第２部「３ 排他的経済水域等の開発等の推進」「５ 海洋の安全の確保」「６ 海洋調査の推
進」「７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等」に、衛星の利用について記述されている。

国家安全保障戦略（平成26年12月国家安全保障会議決定及び閣議決定）

Ⅳ １（９）宇宙空間の安定的利用の確保及び安全保障分野での活用の推進
（中略）情報収集衛星の機能の拡充・強化を図る。また、自衛隊の部隊の運用、情報の収集・分析、海洋
の監視、情報通信、測位といった分野において、我が国等が保有する各種の衛星の有効活用を図るとと
もに、宇宙空間の状況監視体制の確立を図る。

宇宙基本計画（平成27年１月９日宇宙開発戦略本部決定）
４．（２）① ⅵ） 海洋状況把握

・海洋の状況把握を担う関係府省において、我が国等が保有する各種の人工衛星を試験的に活用す
る等により、MDAへの宇宙技術の活用について、航空機や船舶、地上インフラ等との組み合わせや米国
との連携等を含む総合的な観点から検討を行い、平成28年度末をめどに知見等を取りまとめ、今後の
関連計画に反映させる。
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 地球温暖化対応、生物多様性、資源管理など、海洋の諸課題はいずれもグローバル．
 危機管理、安全確保等のためにはリアルタイム性が必要．

◆グローバルでリアルタイムな情報一元化の重要性

 MDAは、海における人為的・自然的脅威に対処するための情報共有の取組．
 ９．１１を契機に安全保障政策として米国で誕生．
 欧州では海洋環境保全など多目的な取組として発展．

 環境情報（海流、水温、海底地形等）に加えて、人間活動に関する情報（船舶、貨物、海洋インフラ等）を対象．
人工衛星の活用によってリアルタイム性を重視．

◆MDA（海洋状況把握／海洋領域認識）とは

 海域での危機・脅威をグローバルに把握．
 情報基盤として幅広く公開し、産業振興・

科学技術発展にも寄与することを目指す．
 「宇宙も利用した海洋情報一元化・公開」達成．

 国家安全保障戦略、海洋基本計画、宇宙基本
計画に従ってMDAを実現するため、国家安全
保障局、海洋本部事務局、宇宙戦略室等が
連携して検討を深化．

◆実現方策

◆日本のMDAのあり方

参考総合海洋政策本部 参与会議 海洋調査・海洋情報の一元化・公開ＰＴ報告（平成26年３月）
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